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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

回次
第14期

第１四半期累計期間
第15期

第１四半期累計期間
第14期

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日

売上高 (千円) 352,249 591,217 2,018,584

経常利益又は経常損失(△) (千円) △17,216 23,779 338,785

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △11,669 15,041 220,175

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 740,485 750,505 743,485

発行済株式総数 (株) 16,495,800 16,767,000 16,525,800

純資産額 (千円) 1,399,518 1,666,266 1,637,364

総資産額 (千円) 1,813,791 3,145,154 3,031,991

１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △0.71 0.90 13.34

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 0.83 12.16

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 77.2 53.0 54.0
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第14期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。　
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリ

スク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。　

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、底堅さのみられる個人消費に加え、輸出・生産の持ち直しにより

企業部門に改善の兆しがみられるなど、緩やかな回復傾向が続いております。一方、米国の金融緩和策縮小による

影響、欧州や中国をはじめとする新興国経済の先行きに対する懸念等、海外景気の下振れリスクとなっておりま

す。　　

 

当社を取り巻く環境においては、スマートフォンやタブレットPCなどのスマートデバイスの普及が世界規模で急

速に拡大し、それに伴い、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、動画配信サイト、ソーシャルゲー

ム、コミュニケーションアプリなどの新たなサービスの利用も急速に拡大しております。

　そのような環境変化は、人々のライフスタイルを、スマートデバイス等を使い、最適メディアを選択し、必要な

ときに必要な時間だけコンテンツを消費し、SNS等を使って、即時に情報や感動を共有するといった、メディア接触

方法の多様化、コンテンツ視聴の短時間化、情報共有のリアルタイム化へと世界規模で変化させ、「スキマ時間に

楽しめるショートコンテンツ」といった新たな付加価値へのニーズを急速に拡大させております。

　このような事業環境の中、当社では、視聴者や消費者等の多様化し変化の早い嗜好や価値観、旬な時事ネタ等を

捉え、適時に対応することを強みとする、ファスト・エンタテインメント事業を展開し、インターネット時代に

マッチしたショートコンテンツを量産してまいりました。

　また、前事業年度に取得した「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標権を積極的に展開し、ファッション・ビュー

ティーに関する情報の発信源として　日本のガールズカルチャーを世界に発信する取組みをしてまいりました。

 

ソーシャル・コミュニケーション領域においては、新規又は既存のソーシャル・キャラクターを開発・活用し、

広告主向けのソーシャル・キャラクター・マーケティング・サービスの提供及びスマートフォン向けゲームアプリ

やメッセンジャーアプリ向けスタンプ等のデジタルコンテンツの企画開発・配信を行っております。

　当第１四半期累計期間においては、前事業年度に引続き人員の採用・教育による体制強化を行い、主にナショナ

ルクライアントや地方自治体向けにキャラクターを活用したインターネット動画広告等のクロスメディアプロモー

ションニーズの掘り起こしを行いました。また、デジタルコンテンツの開発及び販売体制の更なる強化を行った結

果「パンパカパンツ」LINEアニメーションスタンプが日本、海外７ヶ国・地域でセールスランキング１位を獲得、

Yahoo!ゲームのHTML5ゲームプラットホーム「かんたんゲーム」に「秘密結社 鷹の爪」、「パンパカパンツ」など

４タイトルを提供開始するなど、販売は順調に推移いたしました。

 

IPクリエイション領域においては、IPの映像コンテンツの企画開発・制作及び総合的なプロデュースを展開して

おります。

当第１四半期累計期間においては、既存IPでは「秘密結社 鷹の爪」、「パンパカパンツ」及びその他IPのTVシ

リーズ・WEBシリーズの継続により認知度向上及び世界観醸成に努めたほか、「怪獣酒場 カンパーイ！」などのTV

シリーズ放送開始及び共同キャラクター事業等による新規IPの創出及びプロモーションに取り組みました。
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「TOKYO GIRLS COLLECTION」においては、当社が所有するTOKYO GIRLS COLLECTIONの商標の利用許諾のもと、

「東京ガールズコレクション '15 A/W」が開催されました。TOKYO GIRLS COLLECTIONの商標をイベント、商品開発

などに積極的に活用し、事業領域の拡大及びブランド価値の向上に取り組みました。

 

以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は591,217千円（前年同四半期比67.8％増）、経常利益は

23,779千円（前年同四半期は17,216千円の経常損失）、四半期純利益は15,041千円（前年同四半期は11,669千円の

四半期純損失）となっております。

 

なお、当社は、ファスト・エンタテインメント事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はして

おりません。

 

（2）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較して113,162千円増加し、3,145,154千円とな

りました。これは現金及び預金155,128千円の減少があったものの、受取手形及び売掛金10,361千円、仕掛品

129,016千円及び投資その他の資産のうち、出資金53,708千円の増加を主要因とするものであります。　　

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して84,260千円増加し、1,478,888千円となり

ました。これは前事業年度に取得した「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標権等の支払により流動負債のその他

690,269千円の減少、未払法人税等61,996千円の減少があったものの、当該商標取得に伴う1年内返済予定の長期借

入金149,472千円、長期借入金675,148千円の増加を主要因とするものであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産合計額は、前事業年度末と比較して28,901千円増加し1,666,266千円とな

りました。これは四半期純利益15,041千円の計上及び新株発行に伴う資本金及び資本剰余金の増加13,860千円を主

要因とするものであります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。　　
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 52,680,000

計 52,680,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 16,767,000 16,768,200
東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であります。
なお、単元株式数は100
株であります。

計 16,767,000 16,768,200 ― ―
 

(注) 提出日現在発行数には、平成27年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年７月１日～
平成27年９月30日
（注）１

241,200 16,767,000 7,020 750,505 6,840 527,825

 

(注)　１．新株予約権の行使による増加であります。

２．平成27年10月１日から平成27年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,200

株、資本金及び資本準備金がそれぞれ120千円増加しております。

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)  普通株式 16,524,300 165,243
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。

単元未満株式 普通株式 1,500 ― ―

発行済株式総数 16,525,800 ― ―

総株主の議決権 ― 165,243 ―
 

(注) 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成27年６月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成27年７月１日から平成27年

９月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年７月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３ 四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいも

のとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年６月30日)
当第１四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 548,155 393,026

  受取手形及び売掛金 960,809 971,170

  商品 20,139 24,442

  仕掛品 143,585 272,602

  その他 141,424 173,339

  流動資産合計 1,814,114 1,834,581

 固定資産   

  有形固定資産 12,806 12,291

  無形固定資産   

   商標権 752,044 733,085

   その他 21,692 27,493

   無形固定資産合計 773,736 760,579

  投資その他の資産   

   出資金 315,309 369,018

   その他 116,023 168,683

   投資その他の資産合計 431,333 537,701

  固定資産合計 1,217,876 1,310,572

 資産合計 3,031,991 3,145,154

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 266,108 278,014

  1年内返済予定の長期借入金 44,328 193,800

  未払法人税等 67,684 5,688

  その他 977,999 287,730

  流動負債合計 1,356,121 765,234

 固定負債   

  長期借入金 38,506 713,654

  固定負債合計 38,506 713,654

 負債合計 1,394,627 1,478,888

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 743,485 750,505

  資本剰余金 520,985 527,825

  利益剰余金 372,894 387,936

  株主資本合計 1,637,364 1,666,266

 純資産合計 1,637,364 1,666,266

負債純資産合計 3,031,991 3,145,154
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 352,249 591,217

売上原価 212,325 387,410

売上総利益 139,923 203,807

販売費及び一般管理費 159,990 177,545

営業利益又は営業損失（△） △20,066 26,261

営業外収益   

 受取利息 84 56

 為替差益 3,680 －

 その他 0 0

 営業外収益合計 3,764 56

営業外費用   

 支払利息 409 857

 為替差損 － 1,296

 株式交付費 505 384

 営業外費用合計 914 2,538

経常利益又は経常損失（△） △17,216 23,779

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △17,216 23,779

法人税、住民税及び事業税 695 3,993

法人税等調整額 △6,241 4,743

法人税等合計 △5,546 8,737

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,669 15,041
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

(自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日)

減価償却費 1,149千円 21,054千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び剰余金基準からみて重要性が乏しいため、記載を省略して

おります。　

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ファスト・エンタテインメント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額又は
　　四半期純損失金額（△）

　△0円71銭 0円90銭

 (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）(千円) △11,669 15,041

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期
　　純損失金額（△）(千円)

△11,669 15,041

    普通株式の期中平均株式数(株) 16,494,510 16,669,245

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 0円83銭

 (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) ― 1,438,719

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注) 前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、

１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年11月13日

株式会社ディー・エル・イー

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   伊   藤   俊　 哉   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   杉   山         勝   ㊞

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   大   津 　大 次 郎   ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ディー・エル・イーの平成27年７月１日から平成28年６月30日までの第15期事業年度の第１四半期会計期間(平成27年７

月１日から平成27年９月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年７月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期

財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ディー・エル・イーの平成27年９月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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